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         日  時    令和６年１２月２５日 

                 １３時３０分～１５時４６分 

         会  場    海老名市役所 ６階議員全員協議会室 
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令和６年第１２回海老名市農業委員会定例総会 

 

 令和６年１２月２５日「令和６年第１２回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協

議会室に招集した。 

 招集委員は１４名、応召委員は１２名で次のとおりである。 

 １番 深澤 伸治   ２番 宮䑓 功   ３番 澤地 正典           

 ５番 鈴木 守    ６番 岩壁 正和  ７番 三廻部 茂           

 ９番 市川 和美  １０番 小松 佐一 １１番 鈴木 徹   １２番 橋本 保 

１３番 青木 莊一  １４番 牛村 律子 

 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。 

１５番 本多 洋  １６番 大貫 信夫 １７番 重田 政一  １８番 西海 正義 

１９番 西山 勝敏 ２０番 鴨志田ひろし 

 

 事務局の出席は次のとおりである。 

事務局長 秦 芳生、主幹兼管理係長 尾山 剛、主  査 加藤友彦、 

主  事 髙野 栞 

 

 会議事項は次のとおりである。 

日程第１ 議案第５８号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２ 議案第５９号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第３ 議案第６０号  相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

日程第４ 議案第６１号  引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第５ 議案第６２号  農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

日程第６ 議案第６３号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第７ 議案第６４号  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について 

 

 審議事項は次のとおりである。 

（１）農地の使用貸借権の解約について 

（２）農地転用届出による専決処分について 
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 会長が開会を宣言した。（開会の時間：午後１時３０分） 

【議  長】 本日は４番及び８番の委員が欠席しております。よって、ただいまの出席

委員は１２名です。また、農地利用最適化推進委員、６名が出席をしており

ます。定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

       次に、海老名市農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員

を指名させていただきますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしですので、１４番牛村律子委員と７番三廻部茂委員を指名いたし

ます。 

       それでは、議案書３ページから４ページ、４．報告事項（１）活動状況、

（２）農地の異動状況について、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】 （先月の活動状況、農地移動状況を報告した。） 

【議  長】 報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質問

がございましたら、お願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようでしたら、報告ですので、この程度にさせていただきます。 

       本日は、傍聴人がございませんので、このまま議事を進めていきたいと思

います。 

       それでは、議案書５ページ、５．付議事項の日程第１、議案第５８号 農

地法第３条の規定による許可申請について を議題といたします。 

       受付番号２７ですが、３番委員が譲受人として、農業委員会等に関する法

律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、審議終了まで退席をお願い

いたします。 

       暫時休憩といたします。 

         （３番委員退席） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       受付番号２７について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、農地法第３条の規定による許可申請についての受付番号

２７でございます。申請地は、中河内■■■■■■■■、登記簿地目、田、
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現況地目、田、面積、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりでございます

。譲受人は、中河内■■■■■■、■■■■、譲渡人は、茅ヶ崎市■■■■

■■■■■、■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大

でございます。現地の案内図及び写真につきましては、資料１－１でござい

ます。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。地区委員の意見をお伺いいたします。１７番委

員。 

【１７番委員】 受付番号２７は、規模拡大ということで、現地を見に行きました。田ん

ぼもきれいな状態でありました。また、■■さんの家としては、後継者もし

っかりしていらっしゃいますので、家族全員で農業に従事しているというこ

とで、何の問題もないと思います。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 詳細説明でございますが、■■さんの農家世帯の状況ですとか、農

業従事者、あと経験年数、それと従事日数、経営規模の面積ですとか、機械

につきましては、皆さんご存じのことかと思いますので、ここでは割愛させ

ていただきます。取決めに従い、支障が出ないよう耕作する旨が申請書に記

載されており、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人として特に

問題なしと思われます。そのほか、許可をすることができない場合が定めら

れている農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。この案件

に関しましては特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１５番委員。 

【１５番委員】 昨日、１班で現地確認したところ、資料１の写真のように、田んぼとし

て耕作して、何ら問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号２７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、採決をさせていただきます。 

       受付番号２７について、許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       暫時休憩といたします。 

         （３番委員復席） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       続きまして、受付番号２８について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号２８です。申請地は、下今泉■■■■■■■、

登記簿地目、田、現況地目、田、面積、■■■平米、ほか１筆、議案書のと

おりでございます。譲受人は、下今泉■■■■■■■■、■■■■■■■■

、代表取締役■■■■、譲渡人は、柏ケ谷■■■■■■■■、■■■■、権

利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大でございます。なお、■

■■■■■■■でございますが、農地法第２条第３項に規定する農地所有適

格法人であるため、農地を所有することが可能であることを申し添えます。

現地の案内図及び写真につきましては、資料２－１でございます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。地区委員の意見をお伺いいたします。９番委員 

      。 

【９番委員】 １２月５日に■■さんからお電話があって、代理の方の■■■■■■■■

さんが来られるということで、１２月６日に来られまして、この説明を受け

まして、ずっと同じ酒米として作っていられたようで、経営規模を拡大した

というのは以前から知っていましたので、特に問題ないと思われたので、署

名捺印いたしました。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 詳細説明でございます。 

       ■■■■■■■■の農作業に従事する者の状況についてでございますが、
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■■■■さん、■■さん、■■■■さん、ほか４名の計７名が農業従事者と

のことで、経営主は、令和６年の農家台帳において■■■■さんになってお

ります。続いて、農業への従事状況についてでございます。農業経験年数は

、■■■■さん、■■さんがともに３２年、■■■■さん、ほか４名が１５

年で、農業従事日数は、全員、１８０日とのことです。■■■■■■■■の

現在の農業経営面積でございますが、自作地の田が■■■■■平米、借入地

の田が■■■平米でございます。次に、機械についてです。主要農機具とい

たしまして、トラクター３台、田植機１台、コンバイン１台、トラック３台

を所有しております。取決めに従い、支障が出ないよう耕作する旨が申請書

に記載されており、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人として

特に問題なしと思われます。そのほか、許可することができない場合が定め

られている農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。この案

件に関しましても特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１５番委員。 

【１５番委員】 こちらも昨日、現地確認したところ、資料２のような写真で、よくうな

ってあって、田として耕作しても何ら問題ないと見受けられます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号２８について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、採決をさせていただきます。 

       受付番号２８を許可することについて、賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       続きまして、受付番号２９についてですが、お諮りをいたします。 

       受付番号２９と３０は、申請事由及び譲渡人、譲受人が同じであることか

ら、説明、質疑、意見まで一括して行い、採決は個別に行いたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 
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         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 それでは、事務局から一括して提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 提案説明に入る前に資料の訂正をお願いいたします。 

       資料３－１でございますけれども、四角の枠で、「案内図 申請地：社家

■■■■■■■」と記載されていると思うのですが、この部分なのですけれ

ども、これが■■■ではなくて■■■になります。その次の資料４－１も同

様でございまして、こちらも社家■■■■■■■ 外２筆と、この２か所の

修正をお願いいたします。 

       それでは、提案説明に入ります。 

       まず、受付番号２９でございます。申請地は、社家■■■■■■■、登記

簿地目、田、現況地目、田、面積、■■■平米、議案書のとおりでございま

す。譲受人は、中野■■■■■■■■■、■■■■■、譲渡人は、座間市■

■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■■、権利の種類は、所有権

の移転、目的は、経営規模拡大でございます。なお、申請地の社家■■■■

■■■の所有者でございますが、共有名義となっておりまして、■■■が持

分２分の１、■■■■■が持分２分の１でございまして、今回、この■■■

■■の持分を■■■■■が譲り受けるというものでございます。現地の案内

図及び写真につきましては、資料３－１になります。 

       続きまして、受付番号３０です。申請地は、社家■■■■■■■、登記簿

地目、田、現況地目、田、面積、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりで

ございます。譲受人は、中野■■■■■■■■■、■■■■■、譲渡人は、

座間市■■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■■、権利の種類は

、所有権の移転、目的は、経営規模拡大でございます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。１

８番委員。 

【１８番委員】 １２月７日に譲受人の■■■■■さんから自宅でお話を伺いました。も

ともとの所有者の方が今年の４月にお亡くなりになりまして、実際、その子

に対して相続が発生して、その相続人が■■■■■さんに当たるのですけれ

ども、結果的に■■■■■さんのほうは農業をやらないということで、もと
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もとの■■さんの世帯のほうに戻すような形でこのまま継続していきますと

いうお話を伺いました。今年の４月に■■■さんが亡くなられているという

ことで、今年はどこも耕作されていなかったのが現状でした。来年からは耕

作するということだったので、一応お話を伺って、押印させていただきまし

た。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、詳細説明でございます。 

       ■■さんの農家世帯としての状況についてでございますが、■■■■■さ

ん、■さん、■■さんの３名が農業従事者とのことで、経営主は、令和６年

の農家台帳において■さんになっております。続いて、農業への従事状況に

ついてです。農業経験年数は、■■■さんが１２年、■さん、■■さんがと

もに７７年です。農業従事日数は、■■■さんが３００日、■さん、■■さ

んが１００日とのことです。■■さんの現在の農業経営面積でございますが

、自作地の田が■■■■■■■平米、畑が■■■■■■■■■■■平米、合

計■■■■■■■■■■平米でございます。次に、機械についてです。主要

農機具として、トラクター２台、耕運機４台、田植機１台、コンバイン１台

、トラック等を所有しております。取決めに従い、支障が出ないよう耕作す

る旨が申請書に記載されており、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても

譲受人として特に問題なしと思われます。そのほか、許可をすることができ

ない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はござい

ません。この案件に関しましても特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１５番委員。 

【１５番委員】 こちら、両方の現地確認をいたしまして、資料３、資料４の写真とほぼ

同じ状況でした。これからも田んぼとして耕作するとありました。特に問題

ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号２９と３０について、質疑のある方は一括でお願いい

たします。 
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【２０番委員】 ７７、７７ですが、貸付もしていないということは、実質、■■■■■

さんが田んぼを１人でやっていらっしゃるということですか。 

【事務局長】 先ほど農業従事者が３名出てきましたけれども、■■■さんにとってのお

父さん、お母さん、かなりご高齢でございますので、実質というか、主体的

には■■■■■さんがやられているという形になります。ちなみに亡くなら

れたのは■■■さんのお兄さん、そのお兄さんのお子様が■■■さんという

形になりますので、お兄さんが持っていた農地を■■■さんが１枚相続、あ

とは半分相続したんですけれども、やり切れないから、お兄さんの妹である

、おばさんに当たる方にやっていただくという形が、簡単に言うと、そうい

うことでございます。 

【２０番委員】 本人がやっているの、誰かやってもらっているの。 

【事務局長】 ■■■■■さんが。■■■■■さんは畑作なんかも結構いっぱいやってい

まして、もともとここの家は、ご存じのように、グリーンセンターにも、■

■■■さんという名前でいっぱい野菜が出ていたりしていた家で、営農の規

模はかなり大きくやられております。 

       以上です。 

【議  長】 ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、採決に入ります。 

       まず、受付番号２９について許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       続きまして、受付番号３０について、許可することに賛成の方の挙手を求

めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします 

       次に、議案書６ページ、５．付議事項の日程第２、議案第５９号 農地法

第５条の規定による許可申請について を議題といたします。 

       受付番号１３ですが、１３番委員が譲渡人として、農業委員会等に関する

法律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、審議終了まで退席をお願
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いいたします。 

       暫時休憩といたします。 

         （１３番委員退席） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       受付番号１３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、農地法５条の規定による許可申請について、受付番号１

３でございます。申請地は、門沢橋■■■■■■■■、門沢橋小学校のちょ

うど東側になります。登記簿地目、田、面積、■■■平米、ほか１６筆、議

案書のとおりでございます。転用者は、東京都■■■■■■■■■■■■■

、■■■■■■■■■■■、代表取締役社長■■■■、譲渡人は、門沢橋■

■■■■■■■、■■■■、ほか１５名、議案書のとおりでございます。 

       ここで資料５－２を御覧いただきたいと存じます。資料５－２でございま

すが、右側が北側になっております。左側の下あたり、１３０－１という筆

がございますけれども、今回、農地転用の申請区域といたしましては、太枠

で囲われている箇所になります。こちら、１３０－１でございますが、ここ

は囲われておりません。これは既に農地転用がなされておりまして、現況と

いたしましては雑種地になります。中古車販売店の展示場になっていた土地

でございます。よって、農地ではないので、今回、申請区域からは外れてお

ります。転用のあれは外れているのですけれども、開発に伴う事業計画区域

には含まれております。 

       転用の目的でございますが、特定流通業務施設、物流倉庫、権利の種類は

、所有権の移転でございますが、地権者１６名中、１名だけ賃借権の設定が

ございます。現地の案内図等につきましては、資料５－１から５－９を御覧

ください。なお、資料につきましては、現地の案内図、写真のほか、公図、

土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、排水施設計画平面図を

お配りしております。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       続きまして、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、詳細説明でございます。 
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       本件の転用者である■■■■■■■■■■■は、関東圏を中心としたスー

パーマーケット、これは■■■■■■■になるのですけれども、１４７店、

内訳につきましては、埼玉県が１５店舗、千葉県が１２店舗、東京都２３区

内が４９店舗、２３区外が２２店舗、神奈川県内が４９店舗でございます。

この１４７店舗に対して、所沢、横浜、厚木の３か所の物流センターがござ

いまして、所沢物流センターからは６９店舗に、横浜物流センターからは６

４店舗に、厚木物流センターからは１４店舗に向けて商品の配送及び一時保

管業務を行っております。物流の増加により、倉庫のキャパシティーが足り

ない状況であること、また、それぞれの物流センターからの配送エリアの重

複が多く、非効率な輸送体制となっていることから、新たな物流センターの

新築を計画したとのことです。 

       今後、海老名物流センターが開業した場合、各店舗の配送は、今まであっ

た規模の小さい厚木物流センターは利用せず、所沢、横浜、海老名の３か所

の物流センターで行う計画でございます。現在、横浜物流センターからは、

千葉県、東京都２３区内、２３区外及び神奈川県の各店舗に配送を行ってお

りますが、所沢物流センター及び厚木物流センターからも千葉県及び東京都

２３区外の配送を行っており、配送エリアが重複している状況でございます

。このような状況の中、海老名の物流センターが完成することで、倉庫容量

の拡大及び配送エリアの再編を行うことができ、業務の効率化を図ることが

可能となります。 

       本申請地を選定した理由についてでございますが、今回の転用目的である

物流倉庫、こちら、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律、いわ

ゆる物効法と言われるもの、この法律に基づいて国の認定を受けることが１

つの手法となっております。この認定を受けるに当たっては、複数の企業が

連携する計画であること、今回の場合で申し上げますと、■■■■■■■■

■■■と■■■■■■■■■■■■になります。また、物流拠点を集約して

輸送網の合理化を行うことで流通業務を効率化する計画であることなどの要

件がございます。立地条件といたしましては、首都圏中央連絡自動車道、い

わゆるさがみ縦貫道でございますが、こちらにあるインターチェンジの場合

ですと半径３キロ以内でございます。道路に関する条件といたしましては、



 12

当該施設の敷地が接する道路及びインターチェンジに至るまでの主要な道路

幅員が９メートル以上かつ２車線以上の幹線道路であることが必要となりま

す。以上の要件を踏まえまして候補地を検討した結果、本申請地を選定いた

しました。 

       本申請地は、首都圏中央連絡自動車道寒川北インターチェンジから約２．

３キロの位置にあり、主要地方道、県道４６号（相模原茅ヶ崎）に接道して

いるため、交通の利便性に優れております。また、申請地西側にある一級河

川永池川の河川改修が終了していることから、防災上問題がない区域と判断

したためでございます。本申請地以外の地域も検討しておりまして、候補地

といたしましては、厚木市、伊勢原市、平塚市及び横須賀市等で調査を行い

ましたが、要件に合う土地がなかったとのことで、断念しております。 

       本申請地の農地の立地基準につきましては、当該申請地は農用地区域外に

あり、甲種農地の要件に該当せず、ＪＲ相模線門沢橋駅から３００メートル

以内に存することから、第３種農地と判断しております。 

       次に、資料５－４、土地利用計画図を御覧いただきたいと思います。図は

、右が北を指しております。本申請地の造成については、盛土、切土、とも

に行う計画になっており、盛土の場合ですと最大で９０センチ、切土は最大

で１メートルとなっております。敷地の外周部につきましては、コンクリー

トブロック３段を積み、その上に高さ１．５から１．８メートルのネットフ

ェンスを設置する計画になっております。建物につきましては、鉄骨造３階

建て、延べ床面積５，６５５．２８平米の計画となっており、敷地全体をア

スファルト舗装し、駐車スペース及び緑地帯を設ける計画になっております

。敷地内への車両進入につきましては、警察協議により、東側の県道から出

入りを行います。次に、敷地内の雨水対策でございますが、雨水対策につい

ては敷地内に雨水管を設置し、３か所ある雨水貯留槽に雨水をため、流出抑

制後、永池川に放流する計画となっております。次に、日照関係についてで

ございます。今回計画されている建物は、南側に隣接する農地よりも北側に

あることから、当該農地に日影ができることはなく、その影響はないものと

思われます。また、施設内の照明灯につきましては、照度、明るさでござい

ますが、設置時について調整を行いまして、隣接農地に影響のないように施
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工いたしております。隣接する農地の周辺には緑地帯を設ける計画となって

おりますが、植樹をするのはサツキですとかドウダンツツジといった低木、

こういったものを植樹いたしますので、鳥被害の影響はないようにしており

ます。以上、市のまちづくり条例等の協議や関係法令等の申請についても認

定済みであり、転用が不確実とされる要因は確認できず、隣接農地への被害

防除対策も図られていることから、転用やむなしと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 詳細説明が終わりました。 

       暫時休憩とします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

【事務局長】 議案書の訂正を、申し訳ございません、６ページの下から２つ目の箱に、

■■■■■、■■■■■さんという方、この方が所有権の移転なしに賃借権

の権利の設定ということになりますので、申し訳ございません、訂正をお願

いいたします。 

【議  長】 現地調査班の意見をお伺いいたします。１５番委員。 

【１５番委員】 現地確認したところ、資料５－１のような写真の状態で現状になってお

りました。南側の一角、田んぼとして残ってしまいますけれども、お話のよ

うに、用水と排水、また、日照の問題に関してもいろいろと業者も考慮して

いるみたいなので、そういった問題もクリアできそうなので、あえて難しい

問題はないかと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号１３について、質疑のある方。 

【１９番委員】 一部、真ん中に市道がありますよね。これは廃道という形で業者が買う

と。廃道したときに、水路があって、前、水が流れていたはずなんですけれ

ども、その水がどこかで切ってしまっても問題ないんでしょうかね。 

【主幹兼管理係長】 今の質問なのですけれども、市道の処分というか、そういうお話だ

と思うんですが、公有財産を処分する際に、実際にはこれは管轄するのが道

路管理課という部署と、あと用地課という部署になるんですけれども、この

道路もしくは水路が必要か必要じゃないかというのを道路管理課のほうでは
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判断しております。今回、この水路を切っても問題ないというようなことで

判断して払い下げの方向に行っております。払い下げの方法でございますけ

れども、確かに今１９番委員言われるように、廃道というような形の手続を

取っているんですが、この１２月議会に上程しておりまして、もう議決をさ

れております。議決後、これは道路法の規定によりまして、２か月間の縦覧

期間を設けなければいけない関係がございます。それが終わると契約という

か、そういった形で、所有権も変わってくるというような形になります。 

       以上です。水路も同じです。 

【１９番委員】 了解しました。 

【３番委員】 今のは、ここで廃道にして止まったら、上のほうで水が左右に分かれると

いうことですか。永池まで直線で行っているのが、ここを廃道にするから、

両側の水路は廃道にする手前で左右に。 

【事務局長】 恐らくここの部分、既存の水路が西のほうにずっと行って、永池川に落ち

ているところ、道路も含めて。ここ、道路もなくなっちゃうよと、この水路

も埋めちゃいます。この部分で。 

【３番委員】 左右に振るということ。水が左右に流れる。 

【事務局長】 水路自体がなくなるので、南のほうにしか行かないよと。さっき言った、

ちょっと南に行ったら、西のほうに１本、取り口をつくって、残った田んぼ

に入れます。あと、南にももっと水路をつけて、余分な水はこっちから南に

落として、そこから西に落として、永池川に落とすと、そういうふうな構造

でやるということでございます。 

       以上です。 

【１２番委員】 １９番委員と同じような質問なんですけれども、この中央の道路が廃道

になるということですね。どこまで廃道になるんですか。■■■■■と■■

■■■は廃道に接しちゃっているんですけれども、そういった了解とか。ど

こまで延長は。 

【議  長】 ちょっと残っているんだね。 

【主幹兼管理係長】 今のご質問なのですけれども、■■■■■、それと■■■■■、も

っと言ってしまうと、その上の■■■■■、その横、■■■■■、■■■■

■と、これ、県道の相模原茅ヶ崎線の道路になっているんです。要は公図の
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見方上、これ、道路の中なんですよ。今言われたのは。県道の中なんです。 

【事務局長】 資料５－３から見ていただきたいと思います。公図上行くと、ここが道路

だよというのは、資料５－３だと、上から■■■■■とか、■■■■■、■

■■■■、■■■■■、■■■■■、これはずっと県道です。次のページの

５－４に行っていただいて、資料の左から、■■■■■、■■■■■、右行

って、■■■■■とか、■■■■■、ずっとこの辺、これ、みんな、道路で

す。次のページも同じように見ていただければ。■■■■■とか、■■■■

■、これ、道路になっているということでございますので、そういう説明で

、公図だとこういうふうになっております。よろしいでしょうかね。歩道も

含めて、道路用地でございます。 

【議  長】 よろしいですか。 

【２番委員】 ２点ばかり。１点は、図面で表記でよく分からないんだけれども、建物の

高さは、想像だけど、この図面からすると、点線で示したのは１０メートル

ぐらいですか。確かに周りへの日照等は関係ないというふうに思われます。

多分、この点線の形からすると１０メートルぐらいかなというふうに想像は

するんだけれども、そんなに極端に高くはならないのかね。 

【主幹兼管理係長】 建物の高さですけれども、最高高が１６．４メートルになります。 

【２番委員】 いま１点、図面の資料５－４で、平面図、計画図がありますね。それで、

この右方のほうに公共緑地と書かれている場所がありますね。先ほど来から

、廃道にするという形の公共用地がありましたけれども、その用地をつけ替

えてここに持ってきているんじゃないかなと私は想像しているんだけど。 

【主幹兼管理係長】 この公共緑地は、開発の中で何か設けなきゃいけないというルール

があるみたいなんですね。さっきの話なんですけれども、道路の部分につい

ては、もう売り払ってしまうと、価格についても、具体の価格はまだ契約さ

れていないので、それは公表できないということです。 

       以上です。 

【２番委員】 公共緑地、この部分は開発者が整備して、市のほうに帰属するという形、

用地と、それから施設そのものも緑地として整備するという、そういう形に

なりますよね。公共だから。用地も帰属するのかなと思って。公共になって

いるから。 
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【主幹兼管理係長】 今、２番委員がおっしゃるとおりです。公共緑地、今回の場合です

と、面積が■■■■■■平米、これは市のほうに。 

【２番委員】 木を植えるだけじゃないのかな。 

【主幹兼管理係長】 確認します。 

【事務局長】 まだあれなので、この総会中に確認をさせていただいて、後でということ

でよろしいでしょうか。もし審議の採決に関わるようだったら今急いで。 

【２番委員】 構いません。 

【１４番委員】 ここは、こっち側、県道の横に歩道がずっとあると思うんですけれども

、そこに向いて直接道路に車が出入りするということですよね。この地図を

見ると。そこに対しては何らかの配慮というのは何かあるんですかね。郵政

のあそこで１回■■■■が起きていますので。 

【主幹兼管理係長】 今のお話で、出入りの部分。確かに往来するのが４トントラックで

すとか、あとは１日に１、２台の割合なんですが、１０トントラック、こう

いったのも往来するらしいんですね。ここなんですけれども、門沢橋小学校

が直近にあって、実際には通学路には指定されていないらしいんですけれど

も、ただ、有馬中学校へ行く生徒、有馬中学校はご存じのように自転車で登

下校しておりますので、生徒さんが通る可能性も高いだろうということで、

ここの出入口については事業者のほうでガードマンをつけて歩行者、あとは

自転車で通る人の安全確保を図るということは聞いております。 

       以上です。 

【１４番委員】 分かりました。ただの情報として、１つですけれども、郵政の■■■■

の後は確かにガードマンは立っていたんですよ。今は立っていないんです。

ですので、また起こってはいけないかなという懸念が、近所に住んでいる者

としてはずっとありますので、そこは強くお願いしたいと思います。 

【主幹兼管理係長】 実際、こちらを開発するに当たって関係各課と協議をしなければい

けないことになっています。今回の場合に限らずなんですけれども、小中学

校の通学路を担当しているのは教育委員会の就学支援課というところがある

んですけれども、そちらのほうで業者も協議に行っています。就学支援課か

らは、該当する門沢橋小学校、それと有馬中学校、こちらの２校に対して、

必ず工事が始まる前にきちんと校長先生、学校関係者としっかり打合せをす
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るようにという指導が入っている状況です。 

       以上です。 

【１４番委員】 分かりました。ありがとうございます。 

【３番委員】 昨日、現地へ行って、全然、聞く間もなかったんですけど、この場合、気

になるんですが、地元での苦情なんかを言う場合は、■■■■■■■の中の

何課の何々というのは、市のほうでは、この方に苦情を言ってくださいとか

というのはあるんですか。相談を受けますよとかという窓口みたいなものは

、市としては持っているんですか。この方、会社として。今こう言われて、

途中まで警備員がいたけど、いなくなっちゃったよとか、そういう文句を言

う場合に、市のほうに言って、市のほうは■■■■■■■に対して、何課の

何々、誰々に相談すればこうなるというような相手先の課というか、そうい

うものは分かっているわけですか。 

【事務局長】 現時点ではまだこの事業が起こす前の話なので、基本的には■■■■■■

■が所有するんでしょうけど、■■■■■■■が任せている代理人と市とで

いろいろやり取りをしていますので、何かもし要望があれば、さっき言って

いるように、その代理人とのやり取りです。できた後、造っちゃった後、何

か話をしたいときに■■■■さんのどこに連絡するのかということは、現時

点では市のほうは押さえてはいないと思われます。実際に農地転用のこの話

でも、じゃ、代理人さんに、転用が終わった後、何か文句を言いたかったら

、■■■■さんのどこにするのというような話は現時点ではしていないので

。できてから、当然■■■■さんも、恐らくまだ営業をここでしていないの

で、どういう■■■■さんの組織の体制でやるのか分からないので、はっき

りは聞いてはいないと思います。 

       以上です。 

【３番委員】 それはやはりそれがきちっと実行された上において出てくる問題なのかな

。基本的にはね。 

【事務局長】 おっしゃるとおりで、今後の話になると思います。 

【３番委員】 それは市としてはそういうものに対する追及というか、誰を相手にするん

ですかというのは、書類としてもらうべきだし、もらえるものなんですか。

それだけは一般市民に、例えば一々取るんじゃなくて、そういう相談窓口み
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たいなのは当然市としても把握しておくということですよね。 

【事務局長】 把握していないと思います。そこまでは。終わっちゃった後に、じゃ、今

後、何かが起きたときは、どこどこの部署が対応しますというようなものは

書面では交わしていません。基本。農地転用の場合もそうです。何かあれば

そこの事業者、所有者に連絡して、その事業所の中、会社の中の担当とやり

取りをするというような形が一般的なのかなと思いますので、基本、書面で

、終わったものに、じゃ、今後、何かあった場合にはどこどこというような

ことは交わしていないと思います。少なくとも農地転用の場合も交わしてい

ません。 

       以上です。 

【議  長】 先ほどの２番委員の。 

【主  査】 先ほど確認させていただきまして、緑地の関係なんですけれども、公共緑

地につきましては都市計画法による公共緑地、ただの緑地、緑地というふう

に表示されているものについては、まちづくり条例による緑地ということに

なっておりまして、帰属はしないということで、２つとも、緑地とも自己管

理をしていただくという形で確認させていただきました。 

【議  長】 よろしいでしょうか。 

【２番委員】 言葉が公共じゃなくて、公開緑地か何かにすべき。公共緑地というのがあ

ると、やっぱりあくまで公共なんですね。市のほうに土地が帰属されて緑地

にならなきゃおかしいので、多分、帰属されないのだとすれば、公開緑地と

いうふうにすべきですね。言葉の表現としてはね。その辺のところは後で結

構です。 

【事務局長】 今、２番委員からご指摘があったように、都計法上の必要なものを今回公

共緑地というふうに事業者のほうで明記してきて、あと、まちづくり条例の

中でこれだけの緑地が必要だということをただの緑地と、関連法令や条例が

違うので分けているのかなという説明をしたんですが、文言の表記が公共緑

地ということになると、ちょっと違うイメージがあるという話だったので。 

【２番委員】 公共をなくせばいいということでしょう。 

【事務局長】 その辺、今後、まちづくり課のほうともよく確認して、どういう文言の表

示をさせるかは確認させていただきたいと思います。 
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       以上です。 

【議  長】 それでは、次に進みたいと思います。 

       ほかに意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号１３について、採決をさせていただきます。 

       許可相当にすることに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可相当といたします。 

       暫時休憩といたします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       続きまして、受付番号１４について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号１４です。申請地は、上郷■■■■■■■■■

、こちら、場所ですけれども、神奈川県企業庁海老名水道営業所の北側にな

ります。先月、駐車場の転用案件でご審議いただいた、その西側になります

。登記簿地目、田、面積、■■■平米のうち■■■■■■平米、ほか３筆、

議案書のとおりでございます。先月の５条許可申請箇所と同様に、今回の申

請箇所につきましても、神奈川県の道路拡幅事業のため、用地買収を行う予

定の箇所になっております。転用者は、海老名市上郷■■■■■■■■、■

■■■■■■■■■■■■■、代表取締役■■■■、譲渡人は、転用者と同

住所地である海老名市■■■■■■■■■■、■■■■、ほか１名、議案書

のとおりでございます。転用の目的は、店舗、権利の種類は、借地権の設定

でございますが、現地の案内図等につきましては、資料６－１から６－５を

御覧ください。なお、資料につきましては、現地の案内図及び写真のほか、

公図、求積図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図をお配り

しております。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       それでは、地区委員の意見として私のほうからお話をしたいと思います。 
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       資料６－４を御覧いただければ一番分かりやすいかと思います。今回、こ

の現場は、東側に県道４６号、市道１４号、北側に県道５１号、市道５９号

、西側には水路、水路の向こうに県道５１号に接し、農地は南側の水田２枚

に接しております。水田に接しておりますので、私のほうから代理人に夜間

照明の農地に影響のないやつを使用してほしいと、そして、あとは雨水が敷

地内浸透ということで、農地に漏れないような対策を取ってほしいというこ

とをお願いいたし、業者のほうも分かりましたという返事をいただきました

ので、１２月１０日に判こを押し、承認いたしました。 

       以上でございます。 

       それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、詳細説明でございます。 

       本件の転用者である■■■■■■■■■■■■■■は、■■■の不動産管

理を行う会社でございまして、代表取締役である■■■■は、譲渡人である

■■■■の妻に当たる人物になります。前所有者の死去後、現所有者である

■■■■が耕作しておりましたが、サラリーマンを本業としており、兼業で

耕作を続けていくことが難しくなったため、今後の維持管理方法を検討して

おりました。申請地は、道路拡幅事業のある県道に隣接しており、交通量も

多く、ＪＲ相模線海老名駅から徒歩圏内の立地にあります。さらに、申請地

周辺部では開発も進んでおり、今後の当該農地の維持管理方法について検討

していたところ、飲食店の出店要望が２者からあり、営業管理、それと財務

状況、こういったものを精査したところ、２者とも事業継続性が高いと判断

して、飲食店として本件申請に至っております。 

       本件申請地の農地の立地基準につきましては、第３種農地となります。別

紙資料６－１の中段に記載してありますとおり、本申請地は農用地区域外に

あり、甲種農地の要件に該当せず、東側道路に上水管、下水管が埋設されて

いる道路の沿道の区域にあり、かつ、おおむね５００メートル以内に海老名

むらやま歯科及びえびなの風保育園が存することから、第３種農地と判断で

きます。 

       続きまして、資料６－４の土地利用計画図を御覧ください。図は、上が北

側を指しております。敷地全体をアスファルト舗装とし、雨水対策について
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は、敷地内に雨水浸透施設を新設し、水勾配をつけることにより、雨水浸透

施設へ流し、区域内浸透処理を行う計画となっております。車両の進入につ

きましては、北側及び東側から出入りを行いまして、西側の部分につきまし

ては、敷地内への進入のみになっております。被害防除については、敷地周

囲、特に農地に隣接する南側部分にはコンクリートブロックを３段積み、そ

の上にメッシュフェンスを設置し、隣接農地に影響を及ぼさないようにして

おります。そのほかの部分についてはコンクリートブロックを２段から３段

積みとしております。誓約書により、許可後の転用目的どおり、使用の誓約

や隣地同意書による近隣農地所有者からの同意も得ており、市のまちづくり

条例に基づく協議も終了していることから、転用が不確実とされる要因は確

認できず、周囲の土地への被害防除策も図られていることから、転用やむな

しと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。１５番委員。 

【１５番委員】 確認したところ、相模原茅ヶ崎線と町田厚木線との間にある土地であり

まして、北側には農地はなくて、南側に田んぼが続いておりまして、お話の

ように、用水の確保、それから、明かりの影響等の要望が出ているようでご

ざいますので、他の農地に対しまして特段問題ないかと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号１４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号１４について、採決をさせていただきます。 

       許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可相当といたします。 

       次に、議案書９ページから１０ページ、日程第３、議案第６０号 相続税

の納税猶予に関する適格者証明について を議題といたします。 

       受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 
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【主幹兼管理係長】 それでは、議案第６０号 相続税の納税猶予に関する適格者証明に

ついてでございます。この証明書は、相続税の納税猶予の特例の適用を受け

ようとするときに税務署へ提出する書類の１つになります。相続人の要件と

いたしましては、相続税の申告期限までに相続か遺贈により取得した農地等

で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認められる個人であること

で、被相続人の要件は、死亡の日まで農業を営んでいた個人であるとされて

おります。 

       それでは、議案書９ページ、受付番号６、被相続人は、本郷■■■■■■

、■■■、相続開始年月日は、令和６年■月■■日、申請人は、本郷■■■

■■■、■■■■、特例農地等の明細でございますが、本郷■■■■■■■

■■■、現況地目、田、登記簿地目、田、農振農用地区域内、ほか２９筆、

議案書のとおりです。これらの農地につきまして、１２月１８日に事務局で

現地を確認いたしましたが、農地として適正に管理されていることを確認い

たしました。また、■■さんの農家世帯の構成でございますが、■■さん、

■■さん、■■さんの３名が農家台帳に現在記載されており、農業従事者も

同様でございます。所有する農機具につきましては、トラクター２台、田植

機１台、コンバイン１台、トラック３台となっております。農地は適切に管

理されており、今後農業を行う意思があることから、この案件については問

題ないと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。１２番委員。 

【１２番委員】 受付番号６番、■■■さん宅は、代々続く大きな農家でございまして、

相続人の■■■■さん、熱心に農業をやっております。これからも続くと思

われます。適格だと思っております。問題点はないと思います。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号６について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、了承といたします。 

       次に、議案書１１ページ、日程第３、議案第６１号 引き続き農業を行っ

ている旨の証明について を議題といたします。 

       受付番号２３について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】 受付番号２３、被相続人は、下今泉■■■■■■■■、■■■■、相続人

は、下今泉■■■■■■■■、■■■、引き続き農業を行っている期間は、

令和３年１２月２３日から令和６年１２月２５日までです。特例農地等の明

細ですが、下今泉■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、山林、市

街化区域内の生産緑地、ほか１筆、議案書のとおりで、合計、■■■平米で

ございます。事務局で１２月１１日に現地調査をしたところ、農地として適

正に管理されておりましたので、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号２３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号２３について、採決を

させていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       次に、議案書１２ページから２８ページ、日程第５、議案第６２号 農用

地利用集積計画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

       お諮りをいたします。今回、審議の計画案は全部で６６案です。新たに貸
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し借りを始める新規計画案は１６案、貸し借りを継続する計画案は５０案と

なっております。また、本日出席委員の中に農業委員会等に関する法律第３

１条の議事参与の制限に受けるものが、継続計画案５０案のうち１案ありま

す。そこで、効率よく進めるため、初めに、議事参与の制限のある継続計画

案（受付番号８４）を最初に説明、質疑、意見、採決を行い、続いて、新規

の１６案について、説明、質疑、意見、採決を一括で行い、最後に、残りの

継続計画案４９案について、こちらも説明、質疑、意見、採決を一括で行い

、審議したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。 

       それでは、まず初めに、議案書１６ページ、受付番号８４について、１９

番委員が借り手の同一世帯人として議事参与の制限に該当しますので、審議

終了まで退席をお願いいたします。 

       暫時休憩といたします。 

         （１９番委員退席） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       受付番号８４について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】 農用地利用集積計画の説明をさせていただきます。 

       １６ページの受付番号８４、借り手は、今里■■■■■■■、■■■、貸

し手は、今里■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、今里■■

■■■■■、現況地目、畑、地積、■■■平米、議案書のとおりです。貸し

借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、令

和７年１月１日から令和９年１２月３１日までの３年間です。こちらは農業

振興地域内、１件の継続の計画となります。こちらについて、１２月１８日

、事務局で現地調査を行いまして、現地は農地として適正に管理されている

ことを確認いたしました、借り手は市内農業者であり、法的要件が定められ

ている改正前の農業経営基盤強化促進法第１９条第４項の各要件を満たして

おりますので、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 
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       受付番号８４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号８４について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、そのように決しました。 

       暫時休憩といたします。 

         （１９番委員復席） 

【議  長】 再開いたします。 

       続きまして、新規の１６案について、事務局から一括して説明をお願いい

たします。 

【主  事】 まず、議案書１２ページの受付番号６８から順に説明させていただきます

。借り手は、本郷■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、本郷■■■■■

■、■■■■、貸し借りする農地は、本郷■■■■■■■■、現況地目、田

、地積、■■■■■平米、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、使用貸

借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から

令和９年１２月３１日までの３年間です。 

       続きまして、議案書１３ページの受付番号７３です。借り手は、大谷南■

■■■■■■、■■■■、貸し手は、座間市■■■■■■■■■■■■■■

、■■■■■、貸し借りする農地は、上今泉■■■■■■■■■、現況地目

、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、使用貸

借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から

令和１１年１２月３１日までの５年間です。 

       続いて、議案書１６ページの受付番号８５です。借り手は、中河内■■■

■■■、■■■■、貸し手は、中河内■■■■■、■■■、貸し借りする農

地は、中河内■■■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、ほか

５筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は

、全て水田、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から令和１１年１２月３
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１日までの５年間です。 

       続いて、議案書１８ページに飛びまして、受付番号９１番です。借り手は

、本郷■■■■■■、■■■■、貸し手は、同じく本郷■■■■■■、■■

■■、貸し借りする農地は、本郷■■■■■■■■、現況地目、田、地積、

■■■平米、ほか６筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、使用貸借

権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から令

和１６年１２月３１日までの１０年間です。 

       続いて、受付番号９２、借り手は、９１と同じなので、割愛します。貸し

手は、茅ヶ崎市■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、本郷■■

■■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです

。貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は

、令和７年１月１日から令和９年１２月３１日までの３年間です。 

       続いて、受付番号９３です。借り手は、９２と同じなので、割愛します。

貸し手は、中河内■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、中河内■

■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです。

貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、

令和７年１月１日から令和９年１２月３１日までの３年間です。 

       続いて、議案書１９ページの受付番号９７番です。借り手は、大谷南■■

■■■■■■、■■■■、貸し手は、本郷■■■■■■■■、■■■■、貸

し借りする農地は、杉久保■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平

米、ほか６筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定

、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から令和１１年

１２月３１日までの５年間です。 

       続きまして、議案書２０ページの受付番号９８番です。借り手は、先ほど

と同じなので、割愛します。貸し手は、大谷南■■■■■■■■■、■■■

■■、貸し借りする農地は、大谷■■■■■■■■、現況地目、田、地積、

■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、賃借権の

設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から令和１

３年１２月３１日までの７年間です。 

       続いて、議案書２２ページの受付番号１０８番です。借り手は、茅ヶ崎市
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■■■■■■■■■■、■■■■、■■■■、貸し手は、門沢橋■■■■■

■■■、■■■■、貸し借りする農地は、中野■■■■■■■■■、現況地

目、畑、地積、■■■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。貸し借り

の種類は、賃借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、令和７

年１月１日から令和９年１２月３１日までの３年間です。 

       続いて、議案書２３ページ、受付番号１０９です。借り手は、１０８と同

じなので、割愛します。貸し手は、門沢橋■■■■■■■■、■■■■、貸

し借りする農地は、中野■■■■■■■■■、現況地目、畑、地積、■■■

平米、ほか１筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、賃借権の設定、

利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から令和９年１

２月３１日までの３年間です。なお、借り手の方は茅ヶ崎市在住の方ですが

、農業支援センターのほうで農地を貸し借り相談をされている方で、既に海

老名市でほかに農地を借りて耕作されていらっしゃる方で、耕作者として問

題ないことは確認しております。 

       続いて、受付番号１１０番です。借り手は、中新田■■■■■■■■、■

■■■、貸し手は、綾瀬市■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地

は、中新田■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、ほか１筆、

議案書のとおりです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、

水田、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から令和１１年１２月３１日ま

での５年間です。 

       続いて、受付番号１１２番です。借り手は、大谷北■■■■■■■■、■

■■■、貸し手は、大谷北■■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地は

、大谷■■■■■■■、現況地目、畑、地積、■■■平米、議案書のとおり

です。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借

りの期間は、令和７年１月１日から令和９年１２月３１日までの３年間です

。 

       続きまして、議案書の２５ページになりまして、受付番号１１９番です。

借り手は、杉久保南■■■■■■■、■■■■■■、■■■■、貸し手は、

杉久保南■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、杉久保■■■

■■■■、現況地目、畑、地積、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりで
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す。貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期

間は、令和７年１月１日から１２月３１日までの１年間です。 

       続いて、議案書２７ページの受付番号１２８番です。借り手は、杉久保北

■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■、代表取締役■■■■、貸し手

は、杉久保南■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、上河内■■

■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、ほか４筆、議案書のとお

りです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田及び普通

畑、貸し借りの期間は、令和７年１月１日から令和１５年１２月３１日まで

の９年間です。 

       続いて、同じく２７ページ、受付番号１３２番です。借り手は、国分南■

■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、国分南■■■■■■■■、■■■

及び国分南■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、国分南■■

■■■■■■、現況地目、畑、地積、■■■平米、ほか１筆、議案書のとお

りです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し

借りの期間は、令和７年１月１日から令和９年１２月３１日までの３年間で

す。 

       続いて、最後、議案書２８ページの受付番号１３３番です。借り手は、中

野■■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、厚木市■■■■■■■■■■

■■■■■、■■■■■、貸し借りする農地は、中河内■■■■■■■、現

況地目、田、地積、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。貸し借り

の種類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和７年

１月１日から９年１２月３１日までの３年間です。 

       以上、１６件につきまして、１２月１８日に事務局で現地調査を行い、現

地は農地として適正に管理されておりました。借り手は全て市内及び市外の

農業者でありますが、法的要件が定められている改正前の農業経営基盤強化

促進法第１９条第４項の各要件を満たしておりますため、特に問題ないと思

われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       新規の１６案について、質疑のある方は一括でお願いいたします。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号６８、７３、８５、９１、９２、９３、９７

、９８、１０８、１０９、１１０、１１２、１１９、１２８、１３２、１３

３番について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、そのように決しました。 

       続きまして、残り４９案について、事務局から一括して説明をお願いいた

します。 

【主  事】 これまで説明させていただきました新規案件以外の継続案件、合計４９件

につきましては、説明は議案書のとおりとさせていただきます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       継続の４９案について、質疑のある方は一括でお願いいたします。 

【７番委員】 確認なんですけれども、受付番号の８７、８８、８９、９０、１７ページ

なのですけれども、公益社団法人の方に１回借りてもらって、そこからまた

同じ土地を借りているというような記載になっているんですが、どういうふ

うな理屈でこうなっているのか教えていただきたいと思います。 

【主  事】 １７ページの案件につきましては、農地中間管理機構を通じた農地の貸し

借りになっておりまして、土地の所有者の方が中間管理機構である神奈川県

農業会議に農地を貸す手続をして、その後、神奈川県農業会議が借り手を探

して、その方と農地の貸し借りの契約というか、利用集積を結ぶ形を取って

おりますので、８７と８８がセットになっているイメージで、８７が中間管

理機構に所有者が貸して、８８のほうで中間管理機構から神森さんのほうに

手続をやっております。８９と９０も同様の形で、尾山シズ江さんが中間管

理機構の神奈川県農業会議に貸して、農業会議のほうから神森さんのほうに

貸し借りするというような形でやっております。 

【７番委員】 この２件だけはレアケースというか、永池川の改修でかかった時点でそう
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いうふうな形態を取ったという形なんでしょうか。 

【主  事】 継続という形なので、いつからやられたかがすぐ分からないんですけれど

も、今のところレアケースという形にはなっているんですが、来年の４月か

らはみんなこのような形で農地の貸し借りするような形になってくるので、

このような形のものが今後は増えてくるような形になります。 

【７番委員】 そうすると、こういう記載に今後、４月以降はなるということなんですね

。 

【主  事】 なると思います。 

【１９番委員】 中間管理機構に対する直接の話というのは、本来は市の農業委員会が入

るんじゃないんですか。違うんですか。一旦、管理組合を通してからという

。 

【事務局長】 後ほど説明させていただこうかと考えておりますので、それでもよろしい

ですか。 

【議  長】 ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、継続の４９案について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、そのように決しました。 

【事務局長】 先ほどご質問があった件、今、農地の貸し借りは簡単に言うと３種類やり

方があって、農地法の３条は皆さんご存じだと思うんですね。あと、経営基

盤強化促進法という、今日たくさんやった、ＡさんとＢさんが相対でやる貸

し借り、実はもう１個、中間管理に関する法律というのがあって、さっき言

ったように、中間管理機構というものがＡさんとＢさんの間に入って貸し借

りを行う、この３つがあるんです。中間管理機構はどこというと、昔で言う

と農業公社で、今は合併しちゃったので、農業会議というところが中間管理

機構というところで、大体都道府県に１個しかないんです。神奈川県の場合

には神奈川県農業会議。ですから、Ａさんが農業会議に土地を貸して、Ｂさ



 31

んは農業会議から土地を借りると、間に中間管理者が入るということです。

国はもうこれにどんどん移行させていきたいんですね。ですから、よく説明

のときに、まだちょっと経営基盤強化で許されている貸し借りがどうのこう

のという言葉の言い方を説明者がしていると思いますけれども、来年の３月

でそれは終わってしまいます。ただ、まだ契約期間がある土地は今の経営基

盤強化促進法の皆さんがよく言う利用集積で、ですから、４月以降、新たな

貸し借りをするようなことは、中間管理に関する法律か、農地法の３条でし

かなくなっちゃいます。これは１月か２月に皆さんに説明をさせていただく

時間をつくろうかなと思っています。 

       何が国としてはいいかと考えているかというと、Ａさん、Ｂさんと相対に

貸していると、いっぱい借りたいような人がまとめて集約した土地を借りら

れない。ただ、農業会議が入ることによって、貸すＡさんは借り手を決めら

れない、でも、農業会議が入ることによって、たくさん借りたいＢさんは農

業会議さんとの話で、同じ１０枚借りるだったら、こんな飛んでいる１０枚

じゃなくて、ここの１０枚を貸してくださいよというような話が農業会議と

中間管理機構でできるからということで、国はそういう農地の利用の集積を

図るためにそういう貸し借りを図っている、それに強制的に移行させていく

というような形を取っております。 

       なので、この辺の神奈川県内だと、皆さん、あまり好まないので、農家さ

んが、いまいち、全国的にはこのやり方は、今言っているように海老名でも

４件か５件ぐらいしかないかな、実際。こうやって期間が終わると同じよう

にして入って。はっきり言って、ここだけの話、農家さんによっては面倒く

さくてしようがないよと、中には、俺はＢさんに貸したいんだよ、Ｂさんだ

から貸すんだよとか、Ｂさんから頼まれているからＡさんが借りるんだよと

いうような思いがあるので、なかなかその辺はうまく進んでいないのかなと

いうような、生産者からも、いい人から見るといいんですけれども、嫌な人

から見たら、こんなの嫌だよみたいな、そんなです。 

       結局、農業会議が間に入ってくれるから、農業会議が全部やってくれるか

といったら、そんなことないんです。最終的に神奈川県が、これは県知事許

可なんですけれども、やってくれる。農業会議の職員は１０人ぐらいしかい
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ないのに、どうやって県内の、うちの農業委員会だって、今こうやって１回

に６６案出てきて、えーっなんてやっているのに、そんな感じなんです。最

終的には、権限が移譲されて、海老名はそういうふうにするんですけれども

、市長の権限で、告示も市長がする、農業委員会がまた同じように審議をし

て、農業会議にそれをあれして。 

       ですから、これはその月に出していただければ、その月の農業委員会で審

議して、翌月からは貸し借りができるんですけれども、もしこれを今月新し

い方法でやったら、県の農業会議に上げて、結局、２月頃、いいですよとな

るから、３月からじゃないと借りられないというような、面倒くささが出て

くるということで、そういう借り方という意味でございます。これはまたち

ょっと次回、情報提供というか、そういう意味で、この辺はやらせていただ

きたいと思います。２月に農業委員会だよりを発行する予定でいますので、

今回、農業委員会だよりで大きく紙面を使って各生産者にもまず周知を図ろ

うというふうに事務局的には思っております。こんなところで取りあえず時

間もあれなので、説明は終わらさせていただきたいと思います。 

【議  長】 それでは、次に、議案書２９ページ、日程第６、議案第６３号 農地法第

１８条第６項の規定による通知について を議題といたします。 

       受付番号３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 農地法第１８条第６項の規定に基づき、農地の賃貸借の当事者について合

意解約が行われた旨の通知がありましたので、報告します。 

       まず、受付番号３、届出地は、中河内■■■■■■■、登記簿地目、畑、

現況地目、田、地積、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。賃貸人

は、厚木市■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■■、賃借人は、大谷

南■■■■■■■■、■■■■でございます。合意により解約する日は、令

和６年１０月１７日、土地の引渡し日は、令和６年１２月３１日です。なお

、こちらについては、先ほど農用地利用集積計画で説明いたしました受付番

号１３３番にて、令和７年１月１日から新たに別の方に貸し借りをするとい

うことで届出が出ております。こちらは、現地を事務局で１２月１８日に確

認しまして、農地として管理されていることを確認しましたので、特に問題

ないと思われます。 



 33

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号３について、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号３について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       続きまして、受付番号４について、事務局から提案説明をお願いいたしま

す。 

【主  事】 受付番号４です。届出地は、本郷■■■■■■■■■■、登記簿地目、田

、現況地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです。賃貸人は、茅ヶ

崎市■■■■■■■、■■■■、賃借人は、海老名市■■■■■■■■、■

■■■でございます。合意により解約する日は、令和６年１２月３１日、土

地の引渡し日も同日となっております。こちらの案件についても、先ほどの

利用集積計画の受付番号９２番のほうで、令和７年１月１日からは、息子様

なのですけれども、■■様のほうに貸すということで届出が出ております。

こちらも、１２月１８日に事務局で現地調査を行いまして、農地として管理

されていることを確認しましたので、問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号４について、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号４について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 
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【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       続きまして、受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたしま

す。 

【主  事】 受付番号５、届出地は、中河内■■■■■■■■、登記簿地目、田、現況

地目、田、地積、■■■平米、議案書のとおりです。賃貸人は、中河内■■

■■■■、■■■■、賃借人は、本郷■■■■■■、■■■■でございます

。合意により解約する日は、令和６年１２月３１日、土地の引渡し日は同日

となっております。こちらも、受付番号４と全く同じで、令和７年１月１日

からは、息子である■■様のほうで貸し借りを結ぶ届出が出ております。こ

ちらも、１２月１８日に現地調査を行い、農地として管理されておりました

ので、問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号５について、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号５について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       次に、議案書３０ページ、日程第７、議案第６４号 生産緑地に係る農業

の主たる従事者についての証明について を議題といたします。 

       受付番号７について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】 受付番号７、申請者は、杉久保南■■■■■■■■、■■■■、買取り申

出事由は、死亡のためでございます。買取り申出事由発生日は、令和６年１

月３０日、買取り申出事由発生者は、杉久保南■■■■■■■■、■■■■

、申出事由発生者との続柄につきましては、子ということになっております

。買取り申出をする生産緑地は、杉久保南■■■■■■■■■、現況地目、

畑、登記簿地目、畑、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりでございます
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。現地の案内図と写真は、資料７を御覧ください。事務局で１２月１１日に

現地調査をしたところ、農地として管理がされておりましたので、証明の発

行につきましては特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号７について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       次に、議案書３１ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議によ

らない案件の（１）農地の使用貸借権の解約について を案件といたします

。 

       それでは、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 農地の使用貸借権について、合意解約が行われた旨の通知がありましたの

で、報告いたします。 

       受付番号１３、届出地は、上今泉■■■■■■■■■、登記簿地目、田、

現況地目、田、地積、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。貸人は

、柏ケ谷■■■■■■■■、■■■■、借人は、大谷南■■■■■■■、■

■■■でございます。合意により解約する日は、令和６年１１月１９日、土

地の引渡し日は、令和６年１１月３０日で行うということです。なお、こち

らについては、本日、農地法第３条の許可申請にてご審議いただきました受

付番号２８番なのですけれども、今後は■■■■のほうで所有権を移転する

ということで申請が出されている土地です。事務局で１２月１７日に現地確

認を行い、農地として管理されていることを確認いたしましたので、特に問

題ないと思われます。 

       以上です。 
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【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書３２ページから３４ページ、（２）農地転用届出による専決

処分について を案件といたします。 

       ３２ページの農地法第４条の４件、３３から３４ページの第５条の５件に

ついて、事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主  査】 議案書３２から３４ページでございます。それぞれ届出期間につきまして

は、令和６年１１月１日から１１月３０日までの間に届出がされたものでご

ざいます。まず、農地法第４条第１項第７号の規定による届出ですが、受付

番号３４から３７の４件で、田が１，０４１平米、畑１，５５０平米でござ

います。 

       続いて、農地法第５条第１項第６号の規定による届出でございますが、受

付番号８７から９１の５件で、畑のみで１，４５４平米でございます。これ

らにつきまして、専決処分で受理したことを一括して報告いたします。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、一括して質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

       次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

【１９番委員】 農地の売買なのですけれども、今回も開発区域内に農地が１つだけ残っ

ているような状態がありましたけれども、もしあの方が農地を先導でやって
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いる人で、もしその開発のときに農地の代替地が欲しいといったときに、農

地の代替地の情報というのが一体どこにあるのかというのを聞きたいんです

ね。本来、この農業委員会事務局のほうに農地を売りたいという人たちの情

報がはっきりとここに入っているのか、全くないのか。そうすると、不動産

屋さんは取りあえず知っている人しか聞かないので、そういう人から情報を

得ているのだと思うんですけど、なかなか農地を代替地として探すというこ

とが難しいので、この辺はどうなんでしょうかね。 

【事務局長】 基本的に情報は農業委員会が持っています。持っていなきゃいけないとい

うふうにも捉えられるんですが、逆に言うと、農業委員会さん個人も本来持

っていていい、農家に行って、そういう話を聞いたときに、俺は売りたいん

だよともし言われたら、農業委員さんもそれを自分の情報の中に入れるなり

、事務局に提供してくれるなりでもいいと思います。 

【１９番委員】 売りたいということを皆さんなかなか言わないんですね。農家の人は。

割と農地法のことを分からないので、不動産屋さんに聞いちゃうんですよね

。宅地と同じように売れるんじゃないかと思うんだけど、実際には農業者に

しか売れない、農地転用もこういうふうに戸建てはできないよ、雑種地なん

だよということが、ほとんどの農家の人は多分分かっていない。だから、農

業委員さんのほうにもあまりそういう情報が入ってこないので、意向調査を

農業委員さんにしてもらったりしているじゃないですか。そういう意向調査

を基に事務局でも、リストにはしていませんけれども、はっきり売りたいと

かと書かれている人も、じゃ、どの筆を売りたいとか、なかなかそういうこ

とがないので。ただ、日々の中で、農業委員会の事務局に、貸したいんだと

いう人はたくさん来ます。中には、売りたいんだよという人が来た場合、我

々が聞き取って、その地区の、じゃ、大谷の農業委員さんにこの情報は伝え

ておこうとか、そういうことをやったりはしております。貸すときも同じで

すけれども。 

       今回も田んぼなんかもそうですけれども、市外の人が多いですよね。いわ

ゆる相続でもらっちゃった田んぼ、だけど、私は全然農業をやるつもりはな

いですよと。ただし、田んぼは持っている、でも、その田んぼは、将来、市

街化になるかといったら、なりませんよということが多分分かっていないの
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で、ずっと保持しちゃっているんですけど、本来はそういう田んぼは売買し

て、農業をやりたい人に与えていけばいいんですが、どうもそういうような

傾向にはなっていないというのがあるので。 

【事務局長】 そういうことを全くやっていないということではなくて、そういう情報は

、農地を持っている方がいっぱい来ますので、我々としては控えておいて、

ただ、買い手のほうが、ぶっちゃけ、なかなかいないのでね。ただ、そうい

う情報があると農業委員さんに、大谷のこの田んぼだけど、ここに住んじゃ

っているんだけど、売りたいと言っているんだとかと、さっき言ったように

情報を流すとか、あとは生産者に、この辺売りたい人がいるんだけど、どう

なんていう話はしたりはしています。実際、それが売買につながった実績も

あるし、貸し借りが多いのですけれども、そういうことはやってはおります

。ただ、なかなか買い手のほうがいないですね。やっぱりご自分で見つけた

り、不動産屋さんにやってくるというのが多いのかなという気はしますけど

。 

【１９番委員】 もう１つ。先ほど言った農地中間管理機構の利用なのですけれども、例

えば遊休農地がありますよね。遊休農地は草が生えちゃって、やっていない

、こういうところに対して農地中間管理機構のほうにお願いをしていくとい

うことはできないんですか。 

【事務局長】 できなくはないですけど、実態として農業会議がそういうところを、さっ

きの話、じゃ、どこの農家にやってくれるのといったら、海老名の農業委員

会に情報を求めるしかないわけですよ。海老名の農業委員会が結局探すしか

ない。だから、変な話、農業会議のほうがそういうところは扱おうとしてい

ないです。実際問題。来月やりますけど。ＡさんとＢさんが決まっているよ

うなところを取りあえず中間管理の制度に移すのが今の現状かなということ

でございます。だから、そんな法律、誰がつくったのという、そういうこと

でございます。 

【１９番委員】 了解しました。ありがとうございます。 

【３番委員】 今年１２月に農家台帳を出すときに、農業従事日数があるじゃないですか

。あの決め手というのは何なんですか。給料をもらっているなら従事者で、

日数は分かるんだが、大体俺、５０日ぐらいかなとか、１００日ぐらいかな
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とかで出すのか、何か決まりはあるんですか。日数の規定というのは。 

【事務局長】 基本的に決まりはないと思います。皆さんが特に３条とかで審議するのに

、この人がどのぐらい農業に従事しているのかとか、そういった意味で、３

００日もかよとか、何だ、６０日だけかよとか、そういう意味で、ですから

、本当に正直に…。 

       だから、その農家さんの、じゃ、この日が２時間で、この日が１０時間だ

から、どうするよとか、そんなのざっくばらんに大体従事しているのをやっ

ていただいて、それで農家のいわゆる従事状況はどうなのよというような把

握の仕方を。実際、３条の申請になると、もう１回、確認しているんですけ

どね。 

       恐らく昔は、たしか私の記憶だと、農業委員の選挙で、選挙権がある人が

従事日数が６０日以上だったんじゃなかったかと思うんですよ。昔はそうい

う意味でシビアに。だから、私もおやじに、おまえ、６０日にしておくから

よと、そんなやっていないのに、もっとやっていても、とやって、だから、

昔のそういう名残なんかもあって、なのかなという気もしなくはないんです

けど。 

       だから、農家の情報を収集するのには、どのぐらいの日数をやっているか

ということが、事務局じゃないですよ、農業委員会として分かっていないと

、なかなか審議しづらいので、ああいう情報を。ですから、機械も、じゃ、

どれだけの機械を。機械を持っていなきゃ駄目というわけではないですけど

、そんなので、おまえ、できるのかよと、そういう情報を集めるためにやら

せていただいていると。 

       農業委員会としては、情報が何もないと、その中によく、経営の縮小だと

か、納税猶予を受けているんだとか、ちゃんと書いてくれる人はちゃんと書

いてきてくれて、そこで情報を得ているという形でございます。情報収集だ

と思っていただくしかないです。 

【１２番委員】 農家台帳の書くあれで、専業農家、第１種兼業農家、第２種兼業農家、

１種兼業農家、２種兼業農家の大体の線引きというのは、それぞれ個人が違

うと思うんですけれども、行政のほうの判断はどんなふうになっているのか

。 
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【事務局長】 今、農業センサスでそういう捉え方はしていないと思うんですけれども、

昔はセンサス上、専業農家、第１種、第２種。第１種は農業所得のほうがほ

かの所得より多い人、第２種はほかの所得のほうが農業所得より多い人、こ

れで今までは分けていましたけれども、今はあまり。農業センサスがあるじ

ゃないですか、５年に１回の農家の国勢調査みたいな、それにはもう販売農

家と自給的農家みたいな、そんなのにしか分かれていませんけど。農業収入

しかない人は専業農家、１種は農業の所得のほうが多い人、２種は農業の所

得よりもそれ以外の所得が多い人、今でもそういう分け方はしております。 

【１２番委員】 その分け方以外のこういうのは必要ないんじゃないですか。基本台帳に

出す。 

【事務局長】 分け方としては、農業だけで農業経営をしているのと、それとも、農業経

営以外にも、ほかから何か会社をやっていたり、収入があるのとか、そうい

う分け方でよろしいのかなと。兼業だから駄目だということは、さっき言っ

たように、ないわけであって、兼業農家さんだって２００日従事している人

もいればね。みんな、兼業と書くと、農家じゃなくされちゃうんじゃないか

みたいに思うんですけど、全然兼業だって。専業だって、田んぼ１枚しかや

っていない人も専業ですから。それしかやっていなければ。兼業でも田んぼ

５枚とかね。温室、５棟持っていて。温室、５棟を持っていたら兼業なんか

できないだろうけど、そういう人だっているわけですから。一概には。ただ

、農業以外にも何かやっているのか、そうじゃないかとか、そういうふうな

情報を得れればよろしいのかな程度だと思っています。 

【１２番委員】 でも、基本台帳だから、土地の面積と事業者が分かれば、それは紙から

外しちゃうという形がいいと思うんですけどね。各農家の個人的な考えなん

だけど、前からあるから、ずっと続いているだけのことで、もういいんじゃ

ないかと私はそう思って。意見だけど。 

【事務局長】 その辺は事務局としても、今後のね。確かに同じような書式を続けていま

すので。ただ、これ、様式を変えると、全然書き方が分からないといって、

いろいろ出てくるので、あと、比較がしにくいとか。その辺はご意見として

承ります。 

【議  長】 ほかにございますでしょうか。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】 事務局からはございますか。 

【事務局長】 ありません。 

【議  長】 ないようですので、本日の定例総会は終了といたします。 

       ２番委員から閉会のご挨拶をお願いいたします。 

【２番委員】 大変長時間にわたりまして慎重審議を賜りまして、ありがとうございまし

た。 

       以上をもちまして、令和６年第１２回定例総会を閉会とさせていただきま

す。ありがとうございました。 

― 了 ― 


